
 

議案第１５８号 

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

令和５年９月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２

４３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（都市再生駐車施設配置計画の区域内における駐 

車施設の附置） 

 

第８条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２

２号）第１９条の１３第１項の規定により作成さ

れた都市再生駐車施設配置計画の区域（以下「計

画区域」という。）内において、第３条本文、第

４条第１項及び第５条本文（第６条の規定により

みなして適用を受ける場合も含む。）並びに前条

の規定の適用を受ける者は、これらの規定にかか

わらず、当該計画に記載された同法第１９条の１

３第２項第２号に掲げる事項の内容に即して駐車

施設を附置しなければならない。 

 

  
（建築物が地区若しくは地域又は計画区域の内外 

にわたる場合） 

 （建築物が地区又は地域の内外にわたる場合） 

 
第９条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域

若しくは近隣商業地域又はこれら以外の地域の２

以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分

が属する地区又は地域に当該建築物があるとみな

して、第３条から第７条までの規定を適用する。 

第８条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域

若しくは近隣商業地域又はこれら以外の地域の２

以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分

が属する地区又は地域に当該建築物があるとみな

して、第３条から前条までの規定を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、建築物の敷地が計画  



 

区域の内外にわたる場合においては、当該敷地の

過半が当該計画区域内にあるときに限り、当該計

画区域内に当該建築物があるものとみなして前条

の規定を適用する。 

  
第１０条 ［略］ 第９条 ［略］ 
  
 （届出）  （届出） 
第１１条 第３条から第８条までの規定により駐車 

施設を附置すべき者（以下「附置義務者」という。

）は、駐車施設を設けようとする場合は、あらか 
じめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設 
の位置、規模等を市長に届け出なければならない。

届け出た事項を変更しようとする場合も、また同 
様とする。 

第１０条 第３条から第７条までの規定により駐車 
施設を附置すべき者（以下「附置義務者」という。

）は、駐車施設を設けようとする場合は、あらか 
じめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設 
の位置、規模等を市長に届け出なければならない。

届け出た事項を変更しようとする場合も、また同 
様とする。 

  
第１２条 ［略］ 第１１条 ［略］ 
  
 （適用除外）  （適用除外） 
第１３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号

）第８５条に規定する仮設建築物を新築、増築又

は当該建築物の用途の変更をしようとする者につ

いては、第３条から第８条までの規定は、適用し

ない。 
２ ［略］ 

第１２条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号

）第８５条に規定する仮設建築物を新築、増築又

は当該建築物の用途の変更をしようとする者につ

いては、第３条から第７条までの規定は、適用し

ない。 
２ ［略］ 

  

（駐車施設の管理） （駐車施設の管理） 

第１４条 第３条から第８条までの規定により附置

された駐車施設（第１２条第１項の規定により建

築物又はその敷地内に附置したものとみなされる

駐車施設を含む。）の所有者又は管理者は、当該

駐車施設をその目的に適合するように管理しなけ

ればならない。 

第１３条 第３条から第７条までの規定により附置

された駐車施設（第１１条第１項の規定により建

築物又はその敷地内に附置したものとみなされる

駐車施設を含む。）の所有者又は管理者は、当該

駐車施設をその目的に適合するように管理しなけ

ればならない。 
  
第１５条 ［略］ 第１４条 ［略］ 
  
 （措置命令）  （措置命令） 
第１６条 市長は、第３条から第８条まで、第１０

条又は第１４条の規定に違反した者に対して、相

当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復そ

の他当該違反を是正するために必要な措置を命じ

ることができる。 
２ ［略］ 

第１５条 市長は、第３条から第７条まで、第９条

又は第１３条の規定に違反した者に対して、相当

の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その

他当該違反を是正するために必要な措置を命じる

ことができる。 

２ ［略］ 
  
第１７条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
  
 （罰則）  （罰則） 
第１８条 第１６条第１項の規定による市長の命令 第１７条 第１５条第１項の規定による市長の命令



 

に従わなかった者は、５０万円以下の罰金に処す

る。 
２ 第１５条第１項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料

の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の罰

金に処する。 
３ 第１２条第２項の規定に違反して、市長の承認

を受けずに駐車施設を設け、又は市長の承認を受

けた駐車施設の位置若しくは規模を市長の承認を

受けずに変更（規模を拡大した場合は除く。）し

た者は、１０万円以下の罰金に処する。 

に従わなかった者は、５０万円以下の罰金に処す

る。 
２ 第１４条第１項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料

の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の罰

金に処する。 
３ 第１１条第２項の規定に違反して、市長の承認

を受けずに駐車施設を設け、又は市長の承認を受

けた駐車施設の位置若しくは規模を市長の承認を

受けずに変更（規模を拡大した場合は除く。）し

た者は、１０万円以下の罰金に処する。 
  
第１９条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例第８条

から第１６条までの規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に届出をした者について適用し、施行日前に届出をした者については、なお従前の

例による。 

３ 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされている

者に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

 

 

 
 

 


